
沖縄支部からのお知らせ

協会けんぽ 月号11
職場内で回覧・掲示を
お願いします

2 0 2 5 年

電子申請に関するお問い合わせ先　業務グループ（☎ガイダンス1番）

　協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在も
その状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しております。
　令和7年度は、被扶養者資格が解除となる可能性の高い対象者（※）を絞って、10月中旬から
10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」を対象者のいる事業所さまへお送りしています。

　確認の結果、扶養解除となる場合は、被扶養者状況リストと被扶養者異動届
を提出します。
　なお、扶養解除の迅速化のため、被扶養者異動届については可能な限り、電子
申請により日本年金機構へお届けください。電子申請によるお届けが難しい
場合は、被扶養者状況リストに同封しております被扶養者調書兼異動届を協会
けんぽへご提出いただきますようお願いします。
（※扶養解除となる方がいなくても、被扶養者状況リストの提出は必要です。）

　被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況
確認だけでなく、加入者のみなさまの保険料負担
の軽減につながる大切な確認となりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

　協会けんぽでは、令和8年1月からオンラインで各種
給付金の申請ができる電子申請がスタートします。電子
申請は郵送にかかる手間が必要ないことや、申請後の
処理状況がオンラインで確認できること等、メリット
がたくさん！ぜひご利用
ください。
詳しくはこちらの二次元
コードを読み取って、ホーム
ページをご覧ください。

電子申請に
ついてはこちら

電子申請開始に関するお知らせ

提出期限は令和7年12月12日（金）です。
≪扶養解除となる被扶養者の方がいる場合≫

被扶養者資格再確認に関するお知らせ

令和６年度の実績
約6.3万人

約11億円

〇扶養解除者数
〇高齢者医療制度への
　負担軽減額（効果額）

被扶養者資格再確認に関するお知らせ

（※）対象者がいない事業所さまには、「被扶養者状況リスト」はお送りいたしません。



に関するお問い合わせ先　協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル（☎0570-015-369）マイナ保険証・オンライン資格確認
資格確認書・資格情報のお知らせ等

医療情報の共有化で
質のよい医療が
受けられます !!

手続きなしで高額な
窓口負担が不要に !!

※各種申請はすべて郵送で
　お手続きができます。
※申請書は協会けんぽの
　ホームページからダウン
　ロードできます。

沖縄支部
ホームページ

LINE
友だち募集沖縄支部

〒900-8512 ☎098-951-2211（代表）
受付時間/8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）

※この郵便番号は個別番号であるため、
　宛先住所の記入が省略できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/

これ以降は、マイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診することができます。
現行の健康保険証は令和7年12月2日以降使用できません！ご注意ください！

　協会けんぽでは、健康保険委員の活動や功績に対して感謝の意を表するとともに、健康保険事業の
さらなる円滑な推進と健康保険委員活動の活性化を目的に、健康保険委員表彰を行いました。

　協会けんぽでは、従業員やそのご家族の健康保険に関する手続きや、健康づくりのための情報発信を
行うなど、事業所さまと協会けんぽの架け橋になっていただける健康保険委員を随時募集しています。

　健康保険委員にご登録いただいた方には「協会けんぽガイドブック（健康保険制度・申請書
の書き方） 進呈のほか、研修会（Web研修会）にも無料でご参加いただけます。
　まだご登録がお済みでない事業所さまはぜひご登録をお願いします。

令和7年度 健康保険委員表彰者をご紹介します令和7年度 健康保険委員表彰者をご紹介します

伊　保　満　月
上　地　　　修
上　地　良　美
上　原　優　子
上　間　修二郎
玉　村　美智子

【一般社団法人  トロピカルテクノプラス】
【株式会社  野原建設】
【有限会社  スタプランニング】
【株式会社  りゅうせき建設】
【金秀鋼材  株式会社】
【沖縄ツーリスト株式会社】

様
様
様
様
様
様

泉　川　郁　子

今後も健康保険事業にご協力を賜りますようお願いいたします。

【平良港運  株式会社】様

（支部長表彰者五十音順）

健康保険委員
についてはこちら

理事長表彰

支部長表彰

健康保険委員に関するお問い合わせ先　企画総務グループ（☎ガイダンス4番）

・ご登録は無料、「健康保険委員登録届」をFAXまたは郵送でご提出いただくだけで完了です。
・当該事業所にお勤めの被保険者の方であれば、どなたでもご登録いただけます。

※ 令和7年12月2日以降は、現行の健康保険証の返却は不要です。ご自身で廃棄をお願いします。


